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Ⅰ  計画策定の趣旨 

 

     地域保健医療福祉計画は、平成１５年度から平成１９年度までの間、第四

次福島県保健医療計画｢うつくしま保健医療福祉プラン２１｣に圏域毎の保

健・医療・福祉施策の方向を示し推進しました。 

     その後、平成２０年度から平成２２年度までの間は、県南保健福祉事務所

が中期的な視点で、施策を展開するための基本的な計画として策定し、計画

に基づいて各施策を推進してきたところです。 

   今般、福島県総合計画「いきいき ふくしま創造プラン」の策定に併せて、

本県の保健・医療・福祉施策の方向性を示し、各個別計画の指針となる「福

島県保健医療福祉ビジョン」が平成２２年度からスタートしました。 

     これら新しい施策の方向性が示されたことを踏まえ、地域における保健・

医療・福祉の現状と課題等を明らかにし、新たな地域保健医療福祉計画を策

定し、推進することとしました。 

 

 

 

Ⅱ  計画期間 

 

     計画の期間は、平成２３年度から平成２６年度とします。 
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Ⅲ 県南地域の特徴 

県南地域は福島県の南部に位置し、白河市、西白河郡及び東白川郡の１市４

町４村からなり、その面積は１,２３３.２４㎢と県土の８.９％を占めていま

す。 

 那須連峰や八溝山系を源とする阿武隈川、久慈川などの豊かな自然に恵まれ

た清流と緑豊かな美しい源流の郷であり、かつ、みちのくの玄関口として首都

圏に隣接するという地理的優位性を有し、また、国道２８９号の甲子トンネル

の開通やあぶくま高原道路開通など幹線交通網の整備進展に伴い、新たな発展

の可能性がいっそう高まっています。 

 人口は、平成２１年１０月１日現在で、１５０,７６２人で、県全体の７.４％

を占めており、県人口が平成１７年と比べて２.３％減少しているのに対し、県

南地域では１.７％の減少にとどまっています。 

 人口密度は、１２２.２人／㎢と県平均の１４８.２人／㎢ より低くなってい

ます。年齢別人口では、年少人口比率が１４.５％と県全体の１３.９％より高

く、老年人口比率は２３.７％で県全体の２４.７％より低くなっていますが、

東白川郡では２８.８％と高齢化が急速に進んでいます。 

 平成１７年度の就業者数は、７６,３２１人と県全体の７.６％を占めており、

産業別には、第１次産業１１.３％、第２次産業３９.０％、第３次産業４９.３％

と、電気、機械を中心に第２次産業の比率が県平均の３０.６％より高くなって

います。 

平成２１年の主要死因を構成比でみると、悪性新生物は２９.７％と県全体を

１.７％、心疾患は１８.９％と県全体を１.０％、脳血管疾患は１３.４％と県

全体を１.１％上回っています。 

これら三大生活習慣病が死因全体に占める割合は６２.０％で、平成１７年の

６１.５％より高くなっています。 

〔出典：福島県の推計人口調査月報(平成 21 年 10 月 1 日現在)、国勢調査(平成 17 年、 

平成２１年人口動態統計（確定数）の概況（福島県）〕 
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Ⅳ  保健・医療・福祉における主要な施策 

１ 生涯にわたる健康づくりの推進 

（１）心身の健康を維持、増進するための環境づくりの推進 

【現状と課題】 

市町村の健康づくりの基本方針である「市町村健康増進計画」は、６市

町村が策定済みですが、３町村が未策定となっています。 

たばこ（受動喫煙防止対策等）対策事業において、市町村庁舎内の施設

内禁煙率が６４．３％、小学校では敷地内禁煙率が９３．３％、中学校の

敷地内禁煙率が８８．９％であり、一層の分煙対策が求められています。 

公共施設分煙率（％）※5月 1日現在 

 

 

２１年 ２２年 

敷地内禁煙 施設内禁煙 分 煙 敷地内禁煙 施設内禁煙 分 煙 

市役所・ 

役場庁舎 

管内   0  57.1 28.6    0 64.3 28.6

県内  0.7  52.1 33.5    0.6 55.0 36.3

市町村保

健ｾﾝﾀｰ 

管内 40.0 60.0 0 44.4 55.6 0

県内 18.5 76.5 0 18.6 75.6 0

小学校 

 

管内  91.1 8.9 0   93.3 6.7 0

県内  90.3 9.7 0   92.5 7.5 0

中学校 

 

管内  83.3 16.7 0   88.9 11.1 0

県内  83.6 15.1 1.3   86.9 11.8 1.3

体育施設 

 

管内   3.6  67.9 3.6    3.4 65.5 6.9

県内   9.3  70.6 11.0   14.5 64.2 13.4

【施策の方向性】 

市町村の健康増進計画未策定３町村の策定を支援します。 

受動喫煙防止の普及啓発や市町村等公共施設の施設内禁煙、特に未成年

の防煙に重点を置いた小中学校の受動喫煙防止対策を推進します。 

【指標及び数値目標】 

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度） 

目 標 値 

（平成 26 年度） 

健康増進計画策定市町村数 ６ ９ 

市役所・役場庁舎の施設内禁煙率 64.3％ 100％ 

小学校の敷地内禁煙率 93.3％ 100％ 

中学校の敷地内禁煙率 88.9％ 100％ 
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（２）生活習慣病予防の推進 

【現状と課題】 

がんなどの生活習慣病による死亡が過半数を超える中で、市町村の各が

ん検診受診率は低い状況です。管内の肺がん検診受診率で５０％を超える

市町村は１市町村となっています。 

平成２０年度の管内における３歳児のう歯のない者の割合は５９．３％

で、県平均の６３．０％を下回っており、県の指標の目標値７０％を超え

ているのは１市町村にとどまっています。 

【施策の方向性】 

  今後も生涯を通じた生活習慣病予防のための教育を推進するとともに、

がん検診受診率の向上や歯科保健などの生活習慣の改善に努めます。 

【指標及び数値目標】 

指  標  名 現  状 

（平成 21 年度） 

目 標 値 

（平成 26 年度） 

肺がん検診受診率５０％以 

上の市町村数 
１ ４ 

特定健康診査受診率 41.3％ 

(平成21年度法定速報値)

65％ 

(平成 24 年度) 

３歳児におけるう歯のない

者７０％以上の市町村数 
１ ４ 

  

（３）健全な食生活をはぐくむための食育の推進 

【現状と課題】 

近年、バランスの悪い食生活のため、次代を担う幼児、児童生徒の朝食

欠食や肥満傾向児が増加しています。このため、将来に渡り望ましい食習

慣を獲得するための対応が求められています。 

今後も「福島県食育推進計画」に基づき、食育の推進につながる情報提

供や食環境の整備を進めていくことが重要となっています。 

【施策の方向性】 

「市町村食育推進計画」や幼稚園･保育所の食育計画の作成支援を行うと

ともに、食の安全の学習等、食を通してふくしまの未来を担う人づくりに

取り組み、食環境の整備に努めます。 
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【指標及び数値目標】    

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 26 年度） 

食育推進計画を作成して

いる市町村数 
３ ５ 

 

２ 誰もが安心できる地域医療の確保 

（１）医療安全対策の推進  

【現状と課題】 

  地域住民に安心・安全な医療を提供するためにも、医療安全管理体制の

一層の充実・強化が求められています。しかしながら、医療安全に関する

意識で医療機関間や医療従事者間によって格差があります。 

 これらの格差を縮め、更なる充実を図るため、医療機関に対する立入検

査をはじめ研修会や連絡会議を通して、医療事故防止や院内感染の防止等

について適切な指導を行い、安全で良質な医療を提供する体制を確保する

対策が必要です。 

               医療監視目標達成率（％）(  )カッコ内は監視施設数               

 施設 実施基準  17年度  18年度  19年度  20年度  21年度 

 病院 毎年1回 100.0 

(13) 

100.0 

(13) 

100.0 

(13) 

100.0 

(13) 

109.1 

(12) 

一般診療所 ２年に 

１回 

46.9 

(23) 

83.7 

(41) 

81.6 

(40) 

100.0 

(44) 

102.2 

(46) 

歯科診療所 ３年に 

１回 

73.9 

(17) 

95.7 

(22) 

108.7 

(25) 

100.0 

(23) 

100.0 

(23) 

【施策の方向性】 

○ 医療安全管理体制の更なる充実を図るため、病院、診療所等医療機関

に対する立入検査を引き続き実施します。 

自主管理チェック票を作成し、医療機関へ配付することにより意識の

向上を図ります。 

○ 医療安全研修会や医療安全ネットワーク会議等を開催し、医療従事者

の資質や医療安全意識の向上を図ることによって、安全で安心な医療を

提供する体制の確保に努めます。   
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【指標及び数値目標】 

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 26 年度） 

医療監視

目標達成

率 

 

病院(毎年1回) 100％ 100％以上 

一般診療所 

(2 年に 1回) 
100％ 100％以上 

歯科診療所 

(3 年に 1回) 
100％ 100％以上 

 

（２）地域医療体験研修を通じた地域医療の担い手育成  

【現状と課題】 

平成２０年度の医師等調査において、県南地域の１０万人対率の医師数

は１４５．０で、福島県の１９０．０、全国平均の２２４．５を大きく下

回っています。特に東白川郡で医師不足が深刻化し、地域医療の担い手育

成が課題となっています。 

【施策の方向性】 

地域医療体験研修は、地域医療に関心のある医学部生を対象に、県南地

域医療の現状見学や地域住民との交流など体験の場を提供して、県南地域

の魅力と地域医療への理解を深めてもらうために実施します。これにより、

将来的な県南地域医療の担い手の育成に努めます。 

   地域医療体験研修内容 

   a 夏期研修（２泊３日） 募集１０名 

   b 冬期研修 (１泊２日） 募集 ５名 

【指標及び数値目標】    

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 25 年度） 

地域医療体験研修参加者数 １４人 各年度 15 人 

 

（３）在宅緩和ケア体制の推進 

【現状と課題】 

   県南地域における悪性新生物（「がん」）による死亡者数は全体の 

２９．７％(平成２１年)を占めており、これらのがん患者が自らの意思で、

住み慣れた家庭や地域での療養も選択できるよう、在宅医療の充実を図る

ことが求められています。 

在宅緩和ケアを実施している在宅療養支援診療所(※1)は地域によってば
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らつきがあり、在宅緩和ケアを希望した場合でも、地域によっては対応で

きない状況にあります。 

  必要に応じて、終末期のがん患者がどこでも在宅緩和ケアが受けられる

ように、地域がん診療連携拠点病院を中心にして、医療と介護が連携し地

域で療養生活を送れる地域全体の医療連携体制を構築し、普及していく必

要があります。 

【施策の方向性】 

地域がん診療連携拠点病院や当所のホームページ等を通じて、在宅医療

に関する社会資源情報を提供することにより、地域連携クリティカルパス 

(※2)の整備を支援し、在宅緩和ケアを中心とした地域連携による在宅療養体

制の充実に努めます。 

(※1)在宅療養支援診療所とは、保険医療機関で在宅医療を提供している患者からの

連絡を 24 時間体制で受けることができ、いつでも往診・訪問看護を提供できる診療所

のことです。 

(※2) 地域連携クリティカルパスとは、地域において、患者が受ける診療段階に応

じて診療を受ける医療機関の流れを示した、診療するすべての医療機関等が共有する

疾病ごと患者ごとの治療計画です。  

【指標及び数値目標】    

指  標  名 現  状 

(平成 22 年度) 

目 標 値 

（平成 26 年度） 

在宅療養支援診療所数 ７ 増加をめざす  

 

３ 子育て・子育ちを支える社会の推進 

（１）子育て支援サービスの充実 

【現状と課題】 

出生率は低下傾向にありますが、核家族化の進行や共働き家庭の増加

により、保育所の入所児童数は増加傾向にあります。県南地域において

は平成２２年１０月１日現在認可保育所の待機児童数は２３名であり、

待機児童対策を進めていく必要があります。 

また、子育て支援についてのニーズも多様化しており、様々なニーズ

に応じて各種子育て支援施策を充実させていく必要があります。 

【施策の方向性】 

   待機児童対策として、認可保育所の定員増加などを各市町村に働きか

け、待機児童の解消に努めます。 

また、多様な子育て支援についてのニーズに応えるため、保育所の更

なる保育時間の延長、一時預かりの実施等保育サービスの内容向上及び
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地域子育て支援拠点やファミリーサポートセンター等の更なる活用を働

きかけることにより、子育て支援サービスの一層の充実を図ります。 

【指標及び数値目標】 

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 26 年度） 

延長保育も含めた平日の総

保育時間数：１１時間３０

分以上の保育所数 

１１ １５ 

 

 （２）思春期保健対策の推進 

【現状と課題】 

平成２１年における本県の性器クラミジア感染症の年齢別構成をみると、

１０代の割合が１４．５％と全国の状況１１．５％より高い状況にあり、

県南においても若者の性に関する健康問題が心配されます。また、平成２

１年度の思春期保健教育等の実施アンケート調査結果から、自尊感情に取

り組んでいる学校及び市町村の割合が８８．０％、６６．７％となってお

り、今後とも思春期における自尊感情の育成も重要であり、地域と連携を

図り教育と一体となった思春期保健対策の推進が求められます。 

【施策の方向性】 

地域の保健・医療・教育機関との連携による思春期等若者の心身の健康

対策が必要なことから、平成１７年度より県南教育事務所と連携し、県南

地域思春期保健対策推進事業を進めており、今後も各学年において、自尊

感情の育成を踏まえた思春期保健教育の継続実施に努めます。 

【指標及び数値目標】 

指  標  名 現  状 

（平成 21 年度）

目 標 値 

（平成 26 年度） 

思春期保健

教育実施率

(※3)    

中学生 92.6％ 100％ 

高校生 81.0％ 100％ 

 (※3)「思春期保健教育等実施状況調査」（実施主体：県南保健福祉事務所、県南教育事務所）

により、県南管内の全中学校、全高校の状況をまとめたものです。 

 

４ ともにいきいき暮らせる福祉社会の推進 

（１）高齢者を対象とした福祉サービスの充実 

【現状と課題】 

   平成２１年１０月１日現在の県南地域の高齢化率は２３．７％と、福島
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県全体の２４．７％より下回っていますが、東白川郡内では２８．８％と

高齢化が進んでおり、総合的な高齢者対策の推進が求められています。 

要介護認定率と高齢化率（％） 

15.5
15.9

14.714.914.414.2

16.2

15.4

23.2

23.7

23.1

22.8

22.4

24.7

24.2

23.7

H18 H19 H20 H21

高

齢

化

率

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0要

介

護

認

定

率
要介護認定率(管内)

要介護認定率(県)

高齢化率(管内)

高齢化率(県)

16.0

15.0

14.0

 

                      (高齢化率：当該年の１０月１日現在) 

                      (要介護認定率：当該年の９月末現在) 

【施策の方向性】 

高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に係る県南圏域連絡会議を開催

し、第五次福島県高齢者福祉計画及び第四次福島県介護保険事業支援計画

の進捗状況の管理等を行うとともに、平成２４年から始まる次期計画、第

六次福島県高齢者福祉計画及び第五次福島県介護保険事業支援計画の策定

に当たり、県南地域の高齢者対策に関する課題の検討等を行います。 

また、高齢者が、できる限り健康で自立した生活を継続できるよう、要

介護状態になることを予防し、要介護状態になっても悪化しないようにす

るため、介護予防に関する市町村の取組みを支援します。 

【指標及び数値目標】    

指  標  名 現  状 

(平成 22 年度) 

目 標 値 

（平成 26 年度） 

介護保険の要介護(要支援)

に該当する高齢者の割合 
15.4％ 平成 23 年度に検討 

 

（２）障がい者の地域生活移行の支援 

【現状と課題】 

障がい者が望む地域において、自立した生活を営むための地域資源は依

然として不足している状況です。 

そのため、障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じた社

会生活を営むことができるよう、適切な支援が求められています。 
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【施策の方向性】 

障がいのある人たちが、自分らしい自立した生活と地域参加を実現する

ため、地域生活支援体制等の充実を図り、地域生活移行の受け皿となる共

同生活住居（グループホーム・ケアホーム）の整備促進など、必要な障害

福祉サービス給付の支援を行います。 

【指標及び数値目標】 

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度） 

目 標 値 

（平成 26 年度） 

共同生活住居(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･ｹ

ｱﾎｰﾑ)入居定員数 
１１６人 １２２人 

 

５ 誰もが安全で安心できる生活の確保 

 （１）安全な水の安定的な確保 

【現状と課題】 

平成２２年３月末現在の管内の水道普及率は９２．７％と県平均   

９２．４％よりわずかに高くなっていますが、山間部を抱える東白川郡３

町村や西白河郡２町村においては、投資効率等の観点等から普及率が伸び

ておりません。 

県南地域の水道事業は、県知事認可の施設は中規模であり、また、水道

料金収入の減少や施設の老朽化に伴う更新費用の増大、さらには、経営の

合理化による担当者の人員削減など、安定的な事業基盤が構築されていま

せん。 

水道普及率の推移

92.792.492.191.892.2

91.2 92.292.292.191.891.9

91.6

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

%

白河市・西白河郡

東白川郡

県南保健所管内

福島県全体

 

【施策の方向性】 

住民が安全な水を将来にわたって安定的に享受できるよう、市町村等に
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よる水道事業の適正な運営・管理のほか、補助事業の積極的な導入への指

導を行い、水道普及率の向上を目指します。 

また、山間部などの水道未普及地域については、飲料水供給施設の整備

や自己水源の保全・管理を行うよう指導します。 

 さらに地域の実情を踏まえ、中小規模水道の運営基盤強化のため、必要

に応じた広域化、さらには危機管理体制としての広域連携等の強化を支援

します。 

【指標及び数値目標】    

指  標  名 現  状 

（平成 21 年度）

目 標 値 

（平成 26 年度） 

水道普及率 92.7％ 94％ 

   

（２）食品等の安全性の確保 

【現状と課題】 

○  首都圏と隣接する地域特性や交通網の整備等により、観光客等を対象

とした直売所の新規開設や農産物加工品等の販売量が急速に増加してい

ることから、更なる食品の安全確保と衛生水準の向上や適正表示の徹底

が求められています。 

○  ノロウイルスによる食中毒は大規模化する可能性が高く、また、全国

的にカンピロバクターによる食中毒(※3)の発生が増加していることから、

管内においてもこれら食中毒の発生が懸念されます。 

○  家庭内食中毒の予防など、消費者段階での食の安全を確保するため、

より一層の消費者教育の充実が求められています。 

(※3)カンピロバクター食中毒は、鶏肉に多くその他殺菌不十分な牛乳、犬や猫などペット類が主な感染源

となります。最初は風邪のような症状から始まり、やがて下痢、腹痛が始まりますが、症状は比較的軽い

ものが多いのが特徴です。 

【施策の方向性】 

○  収去検査により、管内で製造・流通する食品の安全性を確保するとと

もに、直売所や農産物加工業者などへの監視指導や衛生講習会を通じて、

食品の衛生確保の徹底と表示の適正化を図っていきます。 

○  飲食店や大規模調理施設などへの監視指導を徹底し、食中毒の発生防

止に努めます。 

○  食品衛生月間の普及啓発事業や、小、中学生を対象とした食の安全教

室等により食品衛生に関する知識を積極的に提供していくとともに、市

町村と協働し妊産婦及び乳幼児を持つ親を対象に食の安全に関する知

識の普及啓発を図ります。 
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【指標及び数値目標】 

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 26 年度） 

食品の衛生確保と食中毒の発

生防止のための食品製造施設

の監視率 

195.5％ 

(平成 23 年 2 月末) 
210％ 

小中学校の食の安全教室啓

発事業の実施回数 
３７回 ４０回 

 

（３）健康危機管理の強化 

【現状と課題】 

○ 健康危機管理を強化し感染症の予防まん延を防止するため、感染症に

関する正しい知識の普及啓発や予防接種に関する情報や感染症情報など

の情報提供を住民に行う必要があります。 

○ 新型インフルエンザ対策については、平成２１年度の医療体制等の検

証を行うとともに、病原性の高い新型インフルエンザの対策について検討

を行う必要があります。   

○ 平成２２年度から B 型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療の追加、

自己負担限度額の引き下げ、制度利用回数の制限緩和などの改正が行わ

れたことから、制度の周知徹底を図り、治療を受けやすい環境整備を促

進する必要があります。 

○ 平成２１年における県南地域の結核罹患率は８．６であり、県結核予

防計画の基本目標１０．０以下を下回っている状況にあります。しかし、

診断の遅れや４剤処方割合が目標値を下回っているなどの状況があるの

で、適正治療の普及に努める必要があります。  

【施策の方向性】 

○ 地域感染制御ネットワーク会議を開催し、関係機関に定期的に情報を

提供するなど感染情報共有システムの構築を図ります。 

    また、定期一類疾病予防接種に関しては、市町村、教育委員会との連

携を強化し、予防接種の積極的な勧奨を行い、接種率を高めます。 

○ 平成２１年度に実施した新型インフルエンザ対策に関する医療体制等

の検証を行い、再流行の対応や高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）が発

生したときの対応等に反映させます。  

○ 肝炎医療費助成制度について、あらゆる機会を捉えて周知徹底を図り

ます。 

○ 結核モデル診査会等の研修会を開催し、適正治療の普及に努めます。 
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【指標及び数値目標】    

指  標  名 現  状 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 26 年度） 

福祉施設等に対する感染情

報共有システムによる情報

提供回数 

１４ １８ 

  

Ⅴ 計画の進行管理 

  計画の着実な推進を図るため、目標を設定し、毎年度その推移を把握、

点検することにより、目標達成度を確認します。 

  なお、計画を実施していく過程において、社会情勢の変化や制度改正

等によって、指標及び目標値の修正や新たな取り組み等が必要となった

場合には、計画を見直すこととします。 
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【進行管理指標】 

主要

施策 
指 標 名 

現 況 年 度 別 目 標 値 

23年2月末 23年度 24年度 25年度 26年度 

 

 

１ 

健康増進計画策定市町村数 ６ ７ ８ ９ ９ 

市役所・役場庁舎施設内禁

煙率 64.3％ 65％ 75％ 90％ 100％ 

小学校の敷地内禁煙率 93.3％ 95％ 100％ 100％ 100％ 

中学校の敷地内禁煙率 88.9％ 90％ 95％ 100％ 100％ 
肺がん検診の受診率５０％

以上の市町村数 
１ 

（21年度） ２ ３ ４ ４ 

特定健康診査受診率 41.3% 

(21年度 

法定速報値) 
55％ 65％ 

24年度に
検討 

24年度に
検討 

３歳児におけるう歯のない

者７０％以上の市町村数 
１ 

（21年度） ２ ３ ４ ４ 

食育推進計画を作成してい

る市町村数 ３ ４ ４ ５ ５ 

２ 医療監視 

目標達成率 

 

 

病院 
100% 100%以上 100%以上 100%以上 100%以上 

一般診療所 100% 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上

歯科診療所 100% 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上

地域医療体験研修参加者数 １４人 １５人 １５人 １５人   

在宅療養支援診療所数 ７ 増加をめざす 増加をめざす 増加をめざす 増加をめざす

 

３ 

延長保育も含めた平日の総

保育時間数：１１時間３０

分以上の保育所数 

１１ １２ １３ １４ １５ 

思春期保健教育

実施率※１ 

中学生 92.6% 
（21年度） 95％ 95％ 100％ 100%  

高校生 81.0% 
（21年度） 85％ 90％ 95％ 100%  

４ 

介護保険の要介護(要支援)

に該当する高齢者の割合 15.4% 
16.3％
以下 

23年度に
検討 

23年度に
検討 

23年度に
検討 

共同生活住居(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･ｹ

ｱﾎｰﾑ)入居定員数 １１６人 １１８人 １２０人 １２２人 １２４人

５ 

水道普及率 92.7％  
（21年度） 

93.0％ 93.3％ 93.6％ 94％ 

食品の衛生確保と食中毒の

発生防止のための食品製造

施設の監視率 ※２ 

195.5％ 204％ 206％ 208％ 210％ 

小中学校の食の安全教室啓

発事業の実施回数 ３７回 ３７回 ３８回 ３９回 ４０回 

福祉施設等に対する感染情

報共有システムによる情報

提供回数 

１４回 １５回 １６回 １７回 １８回 
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※１      学年ごとの実施数  

 管内学校数  ×100 の３学年平均 

                             

 管内の食品製造施設に対する年間の延べ監視件数 

※２「食品製造施設の監視率」＝ 当該施設数 ×100 
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